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■研究調査レビュー

【課題ノート】

島蝋における「法＝社会」研究の課題

米田憲市（鹿児島大学法科大学院）

１，本稿の目的(1)

本稿は，法社会学という研究視角から島唄

を扱うときどの様なことが研究課題となりう

るのかを模索する作業過程を記述したもので

あり，具体的な研究を行なう上でのまさに

「課題ノート」である。ここに述べられるこ

とはある種の仮説群であり，これらを足がか

りにして，具体的な調査を進める予定である。

表現するのである。

２－２，島唄の争訟化？

これを島蝿についてみると，団体自治につ

いては，法制度において一律に国と自治体の

問での係争の手続が規定されたという点で，

島嘆あるいはそれを抱える自治体においても

同様の事'盾におかれているといえる。

一方の住民自治についてみるとき，阿部は，

現実には全国一様に争訟化が起こっているの

ではなく，自治体により差があることを指摘

している。すなわち，1989年12月３１曰以前

に情報公開条例の制定・施行をした自治体に

ついて，1990年１月１曰以降の自治体ひと

つあたりの情報公開訴訟件数に注目し，都道

府県と市区町で比較すると都道府県は－自治

体当たり６．０７件，市区町で0.51件と１０倍以上

の差があること，さらに細分化すると「東京

都と政令指定都市を含む道府県（以下，「東京

都等）とする)」「その他の県」「政令指定都

市」「区」「その他の市」「町」という順となり，

「東京都等」と「町」では，8.89対0.08と１００

倍もの差があることを示す。阿部の分析によ

れば，「その他の市」と「町」は，「区」に対

するのを除いて，すべて統計的に優位なしベ

ルで，』情報公開訴訟の件数が少ないのである。

阿部はこの現象について，二つの説明の可

能性を指摘する。その一つは，自治体が所管

する人口規模に依存するというものである。

もうひとつは，住民の自治体に対する「関係

距離」と訴訟の提起・遂行に必要な「法的能

力」という二つの要因に依存する，つまり，関

係距離が遠くかつ法的能力が高い場合に争訟

の提起（法の動員）が行なわれるというので

ある。

２，「争訟化」する島喚？

２－１，地方自治の争訟化

法現象に注目ながら島蝋を研究するとき，

地方自治の領域は重要な地位を占めるといえ

る。

その地方自治という領域に法社会学の視角

から切り込んだ最近の研究に大阪市立大学大

学院教授の阿部昌樹が著わした『争訟化する

地方自治』（勁草書房，2003年）がある(2)。そ

の中で阿部は，1990年代中盤から「透明性」

の理念の定着という時代潮流のもとで，地方

自治を構成する団体自治(国と自治体の関係）

と住民自治（自治体と住民の関係）の双方に

おいて「争訟化」という現象が生じていると

主張する。その具体例として，団体自治につ

いては地方分権改革において法制度が積極的

に使われることを企図した制度化が行なわれ

たこと，住民自治については1980年代から

整備されてきた情報公開条例等の制定に伴い

住民が自治体を訴える可能性が高まったとい

う状況の下で，市民オンブズマンが』盾報公開

訴訟，住民監査請求，住民訴訟等の法制度を

用いた活動を行なうことで，これらの法制度

の利用件数が格段に増大したことを挙げ，地

方自治がおかれた現在の環境を「争訟化」と
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人口規模によるものとの２説を提出している。

これに従うと，島蝿では「関係距離」が近く

「法的能力」が低いために争訟がおきにくい，

あるいは人口規模が小さいから争訟がおきに

くいということになる。阿部の目的からすれ

ば「争訟」の頻度の差への説明を与えること

が目的であったので，この程度の言及に止め

られているが，「争訟」の顕在化／潜在化の社

会構造を主題とするより具体的な法過程の研

究を行なうことが可能であろう。

上述の阿部の議論に従って島蝋の争訟化に

ついて考察すると，島蝋においては団体自治

の争訟化という状況にはあるがまだ具体的な

係争はなく，住民自治の争訟化は，二つの説

明のどちらが妥当するとしても，観察される

可能性は低いと予想される。もしそうであれ

ば，阿部がいうような団体自治と住民自治，

特に後者において具体的な争訟が観察される

ことが含まれた「二重の争訟化」は（大）都

市圏を中心とする現象であって，島蝋におい

てはそうした仮説は妥当しないということに

なろう。 ３，島喚における法サービス①

３－１，法サービス提供体制の構築

地方自治という場面においても同様である

が，個々の市民のレベルでも紛争解決のため

に法を動員できたり，また，迷いや疑義のあ

る手続や業務について権威ある法の解釈によ

りその処理の指針を獲得するためには，法専

門職の支援や裁判所の活用が効果的であると

いう点は疑義のないところであろう。こうし

た法サービスの調達の実'情は，争訟化の顕在

化／潜在化の社会構造の研究と関わりを持ち

つつ，それとは別の研究主題とすることがで

きる。

常識的な理解に従えば，島喚において法

サービスを提供したり，自治体や住民が獲得

するには，島蝋という地理的事』情や経済規模

などの事情から，様々なコストや困難が伴わ

れるということが推測される。これを助言や

代理という法サービスを提供する弁護士と，

判決という法制度における枢要なサービスを

提供する裁判所に注目すると次のような事実

を挙げることができる。

法サービスに関係する業界では，弁護士が

不足している地域を「弁護士過疎」あるいは

「司法過疎」地域と呼ぶ。鹿児島県の島蝋に

は，名瀬市に地方裁判所・家庭裁判所の支部，

種子島，屋久島，徳之島に家裁の出張所と簡

裁，甑島に簡易裁判所がある。このうち，現

在名瀬市に２名の弁護士がいるほかは，それ

２－３，島唄におけるより具体的な法過程研

究へ

上述の通りであるとしたら，島蝋における

地方自治という研究主題は興味深さを失われ

るように思われるが，必ずしもそうとはいえ

ない。とくに，法社会学における「法過程」

という研究主題を思い起こすと，より具体的

な争訟の顕現化／潜在化の社会組織とその動

態を明らかにすることは重要な研究主題にな

るように思われる。

つまり，阿部のいう「争訟化」という概念

による仮説の厳密な妥当性は現在の段階で確

認されないとしても，制度的な環境の変化に

伴う，自治体に関わる島蝋の変化がないとま

でいうことはできない。すくなくとも国と自

治体の間の係争を処理する仕組みや，’盾報公

開法等の諸法や行政手続法などは現実の制度

として結実しているのであって，都市圏と同

様，具体的な争訟の潜在的な条件は整ってい

るということができる。この条件下で都市圏

においては争訟が頻発し，島蝋において具体

的な争訟が発生していないとするならば，争

訟を生み出さない社会組織や争訟を支える社

会組織とその動態という「プロセス」に関心

を向けることができよう。

阿部は，争訟の発生の頻度の説明において

「関係距離」と「法的能力」によるものと，
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ぞれの管轄に弁護士はいない。通常，地方裁

判所の本庁・支部管内に弁護士が一人以下の

地域を「ゼロワン」地区と呼び，その存在が

司法過疎の象徴とされる(3)。奄美を中心とす

る島蝿は鹿児島地裁本庁と名瀬支部に含まれ

るので，いわゆるゼロワン地区にはならない。

しかし鹿児島県弁護士会は，「離島という地

理的特'性」を考慮し，曰弁連ひまわり基金を

活用した公設事務所を2004年のうちに開設

することを目指すこととし，全国から希望者

を募ることとしている(4)。

弁護士ばかりではない。島蝋に赴任する裁

判官の確保についても事実上の困難があるこ

とが示唆されたことがある。司法制度改革の

マスタープランを作成した司法制度改革審議

会の審議過程で，現在維持されている判事補

制度をやめて弁護士任官制度を原則とした場

合について，委員である藤田耕三（弁護士・

元広島高裁長官）は，広島高裁において裁判

官人事に携わった経験をひきながら，判事補

制度によって将来の判事への昇進を背景にで

きる人事制度が維持できなければ，いわゆる

離島においては裁判官のなり手は確保できな

いという趣旨の発言をした(5)。藤田は，「九

州では離島裁判官というと対馬の厳原，五島

の福江，奄美の名瀬とありますし，沖縄では

石垣，宮古もあるわけでありますし，私のお

りました東北管内では，陸の孤島と言われる

宮古,釜石,大船渡もあるわけであります｣と，

奄美大島の名瀬支部に言及している。ここで

の藤田の発言は，裁判官人事に携わった経験

を明示した上でなされた発言であり，裁判官

の確保にさえ事実上の困難があることを示唆

していると見てよい。

このように，法的な助言や代理を行なう弁

護士はもちろん，判決という最も枢要と思わ

れる法サービスを提供する裁判官の確保につ

いてさえ，制度的な配慮が必要と考えられる

のが島蝋である。

３－２，法役務提供機関のパフォーマンス

そうした事｣盾であるとしても，さらに現場

で果たしている裁判所のパフォーマンスや，

弁護士会としての活動を含む弁護士の活動，

あるいは司法書士などの隣接職の活動に注視

する価値がある。なぜなら，争訟化の顕現化

／潜在化の社会組織と同様，法サービスの提

供機会の存在／不存在を生み出す社会組織や

社会過程は，やはり法社会学の重要な研究主

題となりうるからである。

裁判所のパフォーマンスについては，手持

ちの資料として平成15年の種子島簡易裁判

所と家庭裁判所の出張所の新受事件数の資料

があるが，これを見ると，種子島簡裁では平

成15年には868件の新受事件があった。この

うち最も多いのは特定調停であり320件（う

ち特定貸金業236件，特定信販関係81件)，次

いで督促232件となる。これら，金融関係に

関わりの深い手続で，全体の63.6％を占める

(6)。簡易裁判所の管轄事件は，その訴額が９０

万円までから140万円までにあげられてきた

経緯があるが，ここで取り上げた種子島簡易

裁判所の場合は，規定されている訴額を超え

ると鹿児島地裁本庁の管轄となることなどの

事』情を踏まえ，島唄における裁判所の訴額限

度の変化と事件数の推移や，本庁での島喚に

住所をもつ訴訟当事者の数や他の支部・簡裁

等の状況を調べることで，その役割を把握す

ることができるであろう。ちなみに種子島

簡裁では，屋久島簡裁との兼務で－人の裁判

官が配置されているが，裁判官配置の歴史も

興味深いところである。

また，弁護士についていえば，先に述べた

とおり，２名が名瀬市で開業している。そし

て，公益事務所の開設が準備されているのは

上述の通りであるが，現在は，名瀬市に鹿児

島県弁護士会と名瀬市をはじめとする４市町

村で運営する奄美法律相談センターがあり，

月２回（定員６人）の面談による相談と，月

１回（定員４名）の面談による相談が行なわ

れている。ここの電話相談は，１月よりＡＤ
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まず本節の見出し挙げた行政による法サー

ビスの獲得という表現は，ややなじみにくい

かもしれないが，行政実務においては，「法律

による行政」の原理の下で，その活動の権原

が法令によって規定されていなければならな

いし，条例の制定のための条文作成作業をは

じめ個別の業務のレベルでは法律の規定の解

釈についての疑義が生じた場合に権威ある

解釈を求めることが行なわれている。また，

訴訟になった場合には弁護士に依頼すること

が行なわれるし，また，隣接職種の利用が行

なわれているかもしれない。

通常の行政実務において権威ある法解釈を

得ようとする場合，（阿部の言葉を借りれば）

分権改革後はそれが「推奨」にすぎないこと

が明確になったとはいえ，国の関係機関に問

い合せることがよく行なわれている。例えば，

本プロジェクトのメンバーである法文学部助

教授の西啓一郎は，家電リサイクル法の施行

による離島であるが故に住民の負担額が過重

になることへの対処を検討する中で，「奄美

大島リサイクル特区｣の提案を通じて環境省・

経済産業省から「特区」によらなくても同様

のことを実現できるという新たな制度的な枠

組みの情報を得たことや，さらに内閣構造改

革特区推進室を通じて関係官庁への再検討を

要請し，関係法令についてのさらに詳細な解

釈を引き出すことで，具体的な対応策を構築

つつあるというエピソードを報告している(9)。

これはやや大きな事案ではあるが，曰々の

細々とした事案においてもこうした国の関係

機関から法サービスの提供を受けることがあ

るといわれている。

また，自治体が訴訟の当事者になった場合

に弁護士に依頼することになるが，そうした

弁護士の選任過程も興味深いところである。

例えば，本プロジェクトのメンバーで現在法

科大学院教授である采女博文が取り上げてい

る瀬戸内町網野子の一般廃棄物処理場の建設

をめぐる訴訟では⑩，公表されている判決文

ＳＬ回線を通じたテレビ電話システムを利用

し，顔が見える状態での法律相談が可能に

なっている(7)。名瀬市では，平成14年からの

「名瀬市総合計画」で市の方針としてこの利

用の広域化を掲げ，司法改革の状況を見極め，

問題解決への迅速化と相談者の負担の軽減等

に取り組むことを調っている(8)。鹿児島県弁

護士会は，このほかにも無料法律相談などの

活動を実施しておりこれらの活動を支える事

｣盾や利用状況も注目すべきことになろう。

また，弁護士過疎の地域は司法書士等の隣

接職といわれる人々の活動が法サービスの不

足を補っているといわれることがある。司法

書士は，従前より少しずつその職掌を広げて

きたが，司法制度改革の機運の下でさらに大

きな役割を担うようになり，従来の登記手

続・供託手続・裁判書類作成などの業務に加

え，法務大臣の認定を受けた司法書士が「簡

易裁判所における訴訟代理（いわゆる簡裁代

理)」「民事調停代理」「裁判外の和解代理」

「法律相談業務」などを行なうようになった。

司法書士会のＨＰによれば，2004年７月現

在で，島喚に関係する支部である名瀬支部

（名瀬市・大島郡）に23名の登録があり，そ

のうち９名が簡易裁判所の代理を受任する資

格を持っている。また，熊毛支部（西之表市・

熊毛郡）には10名がおり，うち５名が簡裁代

理資格を取得している。鹿児島県司法書士会

も，島蝿における組織的な法律相談や法的啓

蒙活動を行なっており，こうした活動の社会

組織にも注目する必要があろう。

４，島唄における法サービス②

４－１，自治体による法サービスの獲得

法サービスを提供する側の事｣盾の研究課題

や注目事項の概観が上述の通りであるとする

と，この逆の側からみた，島蝋での紛争や諸

手続・諸業務における法サービスの獲得がど

の様に行なわれているのかという点が課題と

して浮かび上がってくる。

２２



奄美ニューズレター N０．１０2004年９月号

（決定）に記載されている瀬戸内町側の弁護

団は島外の弁護士で構成され，鹿児島県弁護

士会以外の弁護士も見受けられる(１１)。こうし

た弁護団の構成となった事'情は，島蝋におけ

る法サービスの獲得という観点から極めて興

味深いものであるといえよう。むろん，こう

した著名事件の事』盾だけではなく，顧問の附

置など，弁護士や司法書士等の隣接職種との

関係がどの様なものなのかというのも重要で
ある。

ここで指摘しておきたいのは，上述の事柄

が，自治体という組織体の内部過程を含めた

法サービス獲得の社会組織に注目していると

いうことである。神戸大学大学院教授の樫村

志郎は，損害賠償交渉の相手方となった企

業・自治体の法務担当者が原局中心主義とい

う傾向を持ち，交渉自体への関与を積極的に

行なわないという姿勢が見られることを指摘

している⑫。また，以前私は，企業組織体に

おける法サービスの動態を研究する中で，案

件への関与者の確定過程に注目し，企業法務

部門を成立させるプロセスと同時にそれに

杭するモメントが働く構造を明らかにしたこ

とがある⑬。この両者が注目したのは，紛争

過程における組織内の関与者の動態であり，

組織内の法務処理の動態である。島蠣という

事'盾の下での自治体の法サービスの獲得過程

の研究は，これらの研究の延長線上に位置付

けることができるだろう。

これについて種子島の西之表市で司法書士

を開業している中久保正晃は，過疎地におけ

るもめごとの解決にはその土地の事情に通じ

ていることが望まれるが，もめごとを抱える

者は，地元には知られたくないという意識か

ら身近で行われる法律相談を避ける傾向がみ

られ，相談の受け手が地域に密着しているが

ゆえにもめごとを潜在化させてしまう可能性

があるという。つまり，法サービスの共有体

制として最も望ましいと思われる定着は，法

サービスを獲得したい住民にとってはアンビ

バレントであるというのである(14)。

このこととの関連で，やはり目をひくのは

奄美を舞台に提起された二つの有名訴訟，

「アマミノクロウサギ訴訟」と「瀬戸内町一

般廃棄物処理施設訴訟」における住民側の弁

護士は，やはり，島外の弁護士によって構成

されているという点である。こうした弁護団

の構成になる社会過程は，自治体側の弁護団

の形成にめくばせしながら，明らかにするべ

き課題となろう。

このほかにも，奄美や屋久島におけるオン

ブズマンの活動や，より素朴な市民レベルで

の紛争解決の過程における法サービスの獲得

にも目を向けることが求められよう(15)。

注

(1)本稿では詳細な引用注と本文中の敬称は

省く。

(2)阿部の著作は，「争訟化」というトレンド

を提示するにとどまらず，その下でのオン

ブズマンや行政担当者の果たすべき役割や

相互の認識の仕方，国と自治体のあるべき

関係の在り方などの啓蒙にも紙幅をさいて

いるが，本稿では，研究課題との関わりの

範囲で分析対象となる社会現象にのみ注目

して要約する。

(3)「ゼロワン地区」とは，紛争は，二人以上

の人間関係において発生するので，Ｏはも

ちろん，１人だけだとしても，片方にしか

４－２，住民による法サービスの獲得

上述した弁護士過疎といわれるときに，最

も意識されているのは住民による法サービス

の獲得である。阿部の言葉を借りて，争訟と

いう概念をここに持ち込むとするならば，都

市部に比べそうでない地域，ましてや島蝋に

おいては争訟が起こりにくいと一般に考えら

れ，その理由として住民のおかれた身近な

人々との共同という環境と相談するべき法の

専門家の不在が挙げられることが多い。
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N０．１０2004年９月号奄美ニューズレター

⑫樫村志郎「組織体の交渉行動と「原局中

心主義｣」神戸法学年報第５号pｐｌＯ７－

１３１（1989年）

(13）米田憲市「企業法務部門の展開過程一組

織体のディセントラライジング・メカニズ

ム」曰本法社会学会編「｢曰本的」取引慣行

と法社会学」法社会学第47号pｐｌ５２－

156有斐閣（1995年）

(14）これは，神戸大学法学研究科が２１世紀Ｃ

ＯＥプログラムの一環として開催している

「司法過疎と法律サービス」に関する研究

会（第３回）での報告における発言の概要

である。同会の報告として

http://www・cdamskobe-u・acjp/archive／

20040410.htｍがある。

(15）市民オンブスマン奄美は，

http://homepage2nifty・com/Ｏｍｂｚ/，

屋久島オンブズマンは，

http://www5e､biglobene・jp/~yakuonbu／

にＨＰを持っており，また，沖永良部にお

ける紛争経験を報告するＨＰとして，

http://nagararichcom/jituroku/7.17ｈｔｍｌ

がある。

（ＵＲＬは，2004年９月９曰現在）

法律家がつかないということになるので，

少なくとも裁判所本庁支部の管轄ごとに弁

護士が２名以上は必要であるということを

反映した表現である。なお，弁護士が，あ

る顧客から相談を受けてアドバイスをした

り代理している事案について，その紛争の

相手方に助力したり，ましてやその依頼を

受けることは，専門職への信頼に反する行

為として禁じられている（弁護士法２５条

第１項)。

(4)南日本新聞６月１８曰

（http://373newscom/2000picup/2004

／06/picup-200406187htm）

(5)第48回司法制度改革審議会議事録平

成13年２月１９曰（月）

（http://www・kanteigojp/jp/sihouseido

／dai48/48gijirokuhtml）

(6)神戸大学法学研究科での「司法過疎と法

律サービス」に関する研究会で報告者の中

久保正晃氏から提供された「平成15年度鹿

児島痴呆裁判所管内簡易裁判所新受事件数

速報」による。

(7)南日本新聞2004年１月１６曰

（http://373newscom/2000picup/2004

／０１/picup-200401164htm）

(8)名瀬市総合計画第４章

（http://www・citynazekagoshimajp／

plan/totalplan6htm）

(9)西啓一郎「島蝋部における環境ガバナン

スー廃家電の収集運搬費用軽減に向けた取

り組み」ＡＭＡＭＩＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲＮＯ５

ｐｐｌ２－１７

(１０采女博文「全会一致原則の機能と限界一

奄美諸島の入会権を素材に－」ＡＭＡＭＩ

ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲＮＯ３ｐｐ４－９

(11）（株)ＴＫＣが提供するＬＥＸ／ＤＢで検

索できた，鹿児島地方裁判所平成13年(モ）

第958号平成14年６月１９日決定，鹿児島地

裁名瀬支部平成一三年（ヨ）第一号平成１３

年５月１８曰決定の２件による。
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